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島根原子力発電所２号機の安全対策に係る要望について（通知） 

 

島根原子力発電所２号機に係る安全対策について、中国電力株式会社に対し別添写しの

とおり意見を申し入れました。 

ついては、貴職におかれては、下記事項について適切な対応を強く求めます。 

 

記 

 

１ 鳥取県、米子市及び境港市における島根原子力発電所の安全対策、原子力災害時の避

難対策等について、関係省庁において適切な財源措置を講ずること。その際、ＵＰＺに

おける原子力防災体制を一層強化するため、島根県の避難経路にもなる弓ヶ浜半島の液

状化が起こりやすいなどの地域特性を踏まえ、避難経路の改良も含め、原子力防災対策

に必要な財源を確保し措置するとともに、避難の円滑化に繋がる米子境港間の高規格道

路の早期整備を行うこと。 

 

２ 令和６年能登半島地震では多数の道路寸断、孤立地区の発生及び放射線防護対策施設

の被災等が生じたことを踏まえ、放射線防護対策施設の新たな設置など、引き続き国が

責任をもって、避難計画の実効性の一層の強化のための支援を行うこと。併せて、警察、

消防、自衛隊等の実動組織による万全の措置を講じること。 

 

３ 安全を第一義として、周辺地域の声が確実に反映される法的な仕組みを整備し、同意

を求める範囲等、周辺自治体の位置づけを明確にすること。また、立地自治体のみなら

ず周辺自治体も同等の原子力防災対策を行わなければならない制度と実情にある以上、

周辺自治体のこうした現実に対して見合うよう相応の財政的配慮を制度化し実行するこ

と。 

 



 

 

４ 安定ヨウ素剤は、汚染が懸念されることとなった地域の住民に適切なタイミングで届

くよう、必要に応じてその支援を行うこと。 

 

５ 屋内退避については、住民の理解が得られるよう、万が一の原発事故時の放射性物質

の放出の特徴と避難の時間的関係及び屋内退避の効果について、時間軸に沿い分かりや

すく科学的な説明を行うなど、啓発に努めること。 


